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 (１)

１１１１    特定事業特定事業特定事業特定事業のののの選定選定選定選定にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(1) (1) (1) (1) 事業内容事業内容事業内容事業内容にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

1)1)1)1)    事業名称事業名称事業名称事業名称    

（仮称）岸部中住宅統合建替事業（以下「本事業」という。） 

2)2)2)2)    事業事業事業事業にににに供供供供されるされるされるされる公共施設公共施設公共施設公共施設等等等等のののの種類種類種類種類    

９６戸の市営住宅及び付帯施設（集会所、電気室、ポンプ室、ごみ置き場及び外構施設

（自動車用駐車施設、自転車用駐車施設を含む。）等）（以下「本施設」という。） 

3)3)3)3)    公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの管理者等管理者等管理者等管理者等のののの名称名称名称名称    

吹田市長  後藤 圭二 

4)4)4)4)    事業目的事業目的事業目的事業目的    

本事業は、「第２次吹田市営住宅ストック総合活用計画（平成２０年３月）」及びこれに基

づき策定された「吹田市公営住宅等長寿命化計画（平成２３年２月）」において、「建替等」

に位置づけられている、吹田市営岸部中住宅（岸部中（北）住宅３棟７８戸と岸部中（南）住

宅３棟４８戸）と岸部北住宅１棟３０戸のうち８戸（以下「岸部北住宅」という。）をあわせ

て、敷地の有効活用を図り効率的な維持管理を行うため、一つの敷地に統合して建替を行うこ

とを目的とする。 

本事業の実施にあたっては、吹田市（以下「市」という。）の財政負担の縮減並びに民間の

資金、経営能力及び技術能力の活用を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律」（平成１１年７月３０日法律第１１７号、以下「ＰＦＩ法」という。）

に基づく事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として実施することを予定している。 

5555))))    事業事業事業事業のののの範囲範囲範囲範囲    

本事業は、ＰＦＩ法に基づき、特定事業を実施する民間事業者（以下「選定事業者」とい

う。）が新たに本施設の施設整備業務、入居者の仮移転及び本移転を支援する業務（以下「入

居者移転支援業務」という。）及びこれらを実施する上で必要となる関連業務を遂行すること

を事業の範囲とする。 

特定事業の選定を行った場合は、選定事業者が行う具体的な事業の範囲について、要求水準

書等において提示するが、現段階で市が想定している選定事業者が行う主な事業の範囲は、以

下のとおりとする。 

① 本施設の施設整備業務 

ア 本施設の整備に係る岸部中（南）住宅及び付帯施設等の解体撤去業務及びこれらを実施

する上で必要となる関連業務 

イ 本施設の整備に係る事前調査業務（土壌汚染調査とともに市が提示する以外の地質調査

等を含む。）及びこれらを実施する上で必要となる関連業務 

ウ 本施設の整備に係る設計業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務 

※ 以下の業務を含む。 

ａ 本施設の調査・設計業務（調査、基本設計及び実施設計） 

ｂ 本施設の整備に必要な許認可・建築確認申請手続き及び関係機関との協議業務 

ｃ 本施設の設計住宅性能評価の取得業務 



 

 (２)

ｄ その他上記ａ～ｃの業務を実施する上で必要となる関連業務 

エ 本施設の整備に係る建設工事及びこれらを実施する上で必要となる関連業務 

※ 以下の業務を含む。 

ａ 本施設の建設工事業務 

ｂ 本施設の建設住宅性能評価の取得業務 

ｃ その他上記ａ～ｂの業務を実施する上で必要となる関連業務 

オ 本施設の整備に係る工事監理業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務 

カ 本施設の整備に係る周辺家屋影響調査・地元説明等近隣対策業務及びこれらを実施する

上で必要となる関連業務 

キ 本施設の整備に係る電波障害実測調査・実測調査・確定地形測量調査・事後対策業務及

びこれらを実施する上で必要となる関連業務 

ク 本施設の整備に係る各種申請等業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務 

ケ 施設整備に係る社会資本整備総合交付金等の交付金申請関係書類の作成及び支援業務 

コ 業務報告 

サ 会計実地検査の支援業務 

シ その他上記ア～サの業務を実施する上で必要となる関連業務 

② 入居者移転支援業務 

ア 仮移転支援業務 

ａ 仮移転の説明会の実施業務及び入居申込書の受付業務 

ｂ 入居住戸決定の支援業務 

ｃ 仮移転の入居手続き業務、移転日の調整業務及び移転確認業務 

ｄ その他上記ａ～ｃの業務を実施する上で必要となる関連業務 

イ 本移転支援業務 

ａ 本移転の説明会の実施業務及び入居申込書の受付業務 

ｂ 住戸抽選会の実施業務及び入居住戸決定の支援業務 

ｃ 本移転の入居手続き業務、入居説明会の実施業務、移転日の調整業務及び移転確認

業務 

ｄ その他上記ａ～ｃの業務を実施する上で必要となる関連業務 

ウ 退去者支援業務 

エ 本事業に係る仮移転料及び本移転料請求並びに支払いに係る関係書類の作成及び支援業

務 

オ 入居者移転に係る社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成及び支援業務 

カ 業務報告 

キ 会計実地検査の支援業務 

ク その他上記ア～キの業務を実施する上で必要となる関連業務 

 

6)6)6)6)    選定事業者選定事業者選定事業者選定事業者のののの収入収入収入収入    

選定事業者に対するサービス購入費の支払いについては、おおむね下記のように予定して



 

 (３)

いるが、市からの支払いに係る具体的な内容については、入札説明書等による。 

なお、市は平成２９年２月議会において、本事業を進めるにあたり債務負担行為の限度額

として１,９４１,４３９,０００円（消費税及び地方消費税を含む）の承認を得ている。 

ア 市から選定事業者に対するサービス購入費の支払は、選定事業者が実施する本施設の施

設整備業務の投資に係る対価と、本施設の入居者移転支援業務の提供に係る対価とする。

市は、本事業の期間中及び期間終了後に、選定事業者に対し、選定事業を実施するため市

及び選定事業者が締結する契約（以下「特定事業契約」という。）に定める額を支払う。 

イ 上記アに基づく本施設の施設整備業務の投資に係る対価について、市は、平成３０年度

及び平成３１年度において、選定事業者に出来高の１０分の９以内の額で、特定事業契約

に定める額を一括方式で支払う。 

ウ 上記アに基づく本施設の施設整備業務の投資に係る対価について、市は、平成３２年度

における本施設所有権を移転し、引渡しした後において、選定事業者に平成３０年度及び

平成３１年度に支払った額を差し引いた額で、特定事業契約に定める額を一括方式で支払

う。 

エ 上記アに基づく入居者移転支援業務の提供に係る対価のうち、仮移転支援業務及び仮移

転支援に必要な関連する業務について、市は、平成３０年度において、選定事業者に特定

事業契約に定める額を一括方式により支払う。 

オ 上記アに基づく入居者移転支援業務の提供に係る対価のうち、上記エ以外の入居者移転

支援業務について、市は、本施設事業の事業期間終了後に、選定事業者に平成３０年度に

支払った額を差し引いた額で、選定事業者に特定事業契約に定める額を一括方式により支

払う。 

7777))))    事業方式事業方式事業方式事業方式    

本事業はＰＦＩ法に基づき実施するものとし、選定事業者は、市が所有する土地に、既存

建物の解体撤去及び本施設を整備した後、市に当該本施設を引渡し、本事業の事業期間中に入

居者移転支援業務を実施するＢＴ（Build Transfer）方式とする。 

8888))))    事業期間事業期間事業期間事業期間    

本事業の事業期間は、特定事業契約締結の日から平成３３年３月３１日までの約３年間（施

設整備業務の期間は、特定事業契約締結の日から平成３３年１月１５日までの約２.７年間と

し、入居者移転支援業務は、平成３３年３月３１日までに完了させるものとする。）とする。 

9999))))    事業事業事業事業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（予定予定予定予定））））    

日  程 内  容 

平成３０年 ３月 
事業者との特定事業契約の締結 

（市議会議決を要する） 

平成３０年 ３月～平成３３年１月 
施設整備業務（解体撤去、設計、建設

等）の期間 

平成３３年１月１５日 本施設の完成・所有権移転・引渡し 

平成３０年 ５月～平成３３年 ３月３１日 入居者移転支援業務の期間 



 

 (４)

日  程 内  容 

平成３３年 ３月３１日 本事業の完了 

10101010))))    本本本本事業事業事業事業にににに必要必要必要必要とととと想定想定想定想定されるされるされるされる根拠法令等根拠法令等根拠法令等根拠法令等    

ＰＦＩ法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基

本方針」（平成２７年１２月１８日閣議決定、以下「基本方針」という。）の他、下記に掲げ

る関連の各種法令等によることとする。 

① 地方自治法 

② 公営住宅法 

③ 都市計画法 

④ 建築基準法 

⑤ 消防法 

⑥ 建築士法 

⑦ 建設業法 

⑧ 労働安全衛生法 

⑨ 住宅の品質確保の促進等に関する法律 

⑩ その他関係法令、条例等 

※ 上記に関するすべての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本事業を行うに

あたり必要とされるその他の関連法令及び公共条例等についても遵守すること。 

11111111))))    事業期間終了時事業期間終了時事業期間終了時事業期間終了時のののの措置措置措置措置    

選定事業者は、本施設の施設整備業務及び本事業の入居者移転支援業務の状態が、特定事業

契約書及び要求水準書で定めた条件に適合する状態で市に引継ぐこと。 

(2) (2) (2) (2) 特定事業特定事業特定事業特定事業のののの選定方法等選定方法等選定方法等選定方法等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

1)1)1)1)    選定方法選定方法選定方法選定方法    

本事業について、「基本方針」及び「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」等を

踏まえ、市が従来型の手法により自ら実施した場合に比べて、ＰＦＩ事業により実施すること

が効率的かつ効果的に事業が実施されることが見込まれると判断される場合、本事業をＰＦＩ

法第７条に基づき特定事業として選定する。 

2)2)2)2)    選定基準選定基準選定基準選定基準・・・・手順手順手順手順    

以下の選定基準・手順により客観的評価を行い、評価の結果を公表する。 

① コスト算出による定量的評価 

② ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

③ 以上①～②による総合的評価 

 

 



 

 (５)

２２２２    民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者のののの募集及募集及募集及募集及びびびび選定選定選定選定にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(1) (1) (1) (1) 民間事業者選定民間事業者選定民間事業者選定民間事業者選定のののの方法方法方法方法    

本事業は、施設の整備段階から入居者の移転支援段階までの各業務を通じて、選定事業者に効

率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い能力及びノウハウを

総合的に評価して選定する必要があることから、民間事業者の募集及び選定にあたっては、市か

ら選定事業者に対するサービス購入費の支払の額並びに施設の整備段階から入居者の移転支援段

階までの各業務の能力、その他の条件等により選定する、総合評価方式一般競争入札を採用する

予定である。 

 

(2) (2) (2) (2) 選定選定選定選定のののの手順及手順及手順及手順及びスケジュールびスケジュールびスケジュールびスケジュール（（（（予定予定予定予定））））    

選定にあたっての手順及びスケジュールは、以下のとおりである。 

日 程 内   容 

＜特定事業の選定及び公表関係＞ 

（平成２９年） 

 ７月中旬 
特定事業選定及び公表 

＜入札公告及び入札説明書等の公表関係＞ 

 ７月中旬 入札公告及び入札説明書等の公表 

 ７月中旬 入札説明書等に関する入札公募説明会 

＜入札説明書等に関する質問回答関係＞ 

 ８月上旬 入札説明書等に関する質問書及び意見書の提出 

 ９月上旬 入札説明書等に関する質問回答書及び意見書の公表 

＜入札参加資格確認審査申請関係＞ 

 ９月中旬 入札参加表明書及び入札参加資格確認審査申請書の提出 

 ９月下旬 入札参加資格確認審査の審査結果の通知 

＜入札及び提案審査関係＞ 

１１月上旬 入札書等及び提案書の提出、入札書の開札 

１１月下旬 
提案書の審査及び最優秀提案者の選定（必要に応じて、プレゼンテー

ション・ヒアリングを実施） 

１２月上旬 落札者の決定及び公表 

＜基本協定及び特定事業契約締結関係＞ 

１２月中旬 落札者との基本協定の締結 

（平成３０年） 

 １月中旬 
特定事業契約（仮契約）の締結 

 ３月中旬 特定事業契約の締結（市議会の議決を要する） 



 

 (６)

 

(3) (3) (3) (3) 応募応募応募応募手続手続手続手続等等等等    

1111))))    実施方針実施方針実施方針実施方針にににに関関関関するするするする質問書及質問書及質問書及質問書及びびびび意見書意見書意見書意見書のののの提出提出提出提出、、、、同質問回答書及同質問回答書及同質問回答書及同質問回答書及びびびび意見書意見書意見書意見書のののの公表公表公表公表    

市は、実施方針に関する質問書及び意見書の提出、同質問回答書及び意見書の公表を以下の

要領で行う。 

① 提出期間 

平成２９年６月９日（金）～６月１４日（水）１５時まで 

② 提出方法等 

ア 実施方針に関する質問及び意見がある場合は、その内容を簡潔にまとめ、「様式１ 実

施方針に関する質問書」、「様式２ 実施方針に関する意見書」に記入のうえ電子メール

で提出すること。ファイル形式は、Microsoft Wordで作成されたファイル拡張子 .doc の

みとし、詳細については「様式１」、「様式２」に記載しているとおりとする。メールに

添付するファイル容量は８ＭＢまでとする。なお、電話及びファクスによる直接の質問及

び意見は受け付けない。 

イ 入札説明書等の検討の参考とするため、積極的な意見の提出を求める。なお、意見者の

特殊な技術、ノウハウ等に係わり、意見者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると市が判断する内容については、当該意見を公表しない。 

ウ 宛  先 ：吹田市都市計画部住宅政策室 建替・修繕担当 

エ 電  話 ：０６－６３８４－１９２７（ダイヤルイン） 

オ アドレス ：tatekae@city.suita.osaka.jp 

③ 質問回答書及び意見書の公表方法 

質問回答書及び意見書は、平成２９年７月４日（火）に、市のホームページにおいて公表

する。 

2222))))    実施方針実施方針実施方針実施方針のののの変更変更変更変更    

実施方針公表後における民間事業者等からの意見等を踏まえ、特定事業の選定までに、実

施方針の内容を見直し、実施方針の変更を行うことがある。 

なお、当該変更が大幅な場合には、速やかにその内容を、市のホームページにおいて公表

する。 

3333))))    特定事業特定事業特定事業特定事業のののの選定選定選定選定    

市は、実施方針に対する民間事業者等からの質問及び意見等を踏まえ、本事業がＰＦＩ事

業として実施すべき事業か否かを評価し、ＰＦＩ事業として実施することが適切であると判

断した場合には、本事業を特定事業として選定し、その結果を市のホームページにおいて公

表する。 

なお、特定事業の選定を行わないものとした場合にあっても、同様に公表する。 

4444))))    入札公告及入札公告及入札公告及入札公告及びびびび入札説明書等入札説明書等入札説明書等入札説明書等のののの公表公表公表公表    

市は、本事業を特定事業として選定した場合は、実施方針に関する民間事業者等からの質問

及び意見等を踏まえ、入札説明書等（入札説明書、様式集、要求水準書、落札者決定基準、基

本協定書（案）、特定事業契約書（案）等）を公表する。 



 

 (７)

5555))))    入札説明書等入札説明書等入札説明書等入札説明書等にににに関関関関するするするする質問質問質問質問書書書書のののの提出提出提出提出、、、、同同同同質問回答質問回答質問回答質問回答書書書書のののの公表公表公表公表    

市は、入札説明書等に関する質問書の提出を受け付け、質問回答書を公表する。なお、詳細

については、入札説明書等において提示する。 

6666))))    入札入札入札入札参加表明参加表明参加表明参加表明書書書書及及及及びびびび入札参加資格確認審査入札参加資格確認審査入札参加資格確認審査入札参加資格確認審査申請申請申請申請書書書書のののの提出提出提出提出、、、、入札参加資格確認審査入札参加資格確認審査入札参加資格確認審査入札参加資格確認審査    審査結果審査結果審査結果審査結果

のののの通知通知通知通知    

市は、本事業に応募を予定する民間事業者に対して、入札参加表明書及び入札参加資格確認

審査申請書の提出を求めるものとする。入札参加資格確認審査の審査結果は、当該申請者に通

知する。なお、詳細については、入札説明書等において提示する。 

7777))))    入札書入札書入札書入札書等等等等及及及及びびびび提案書提案書提案書提案書のののの提出提出提出提出    

市は、入札参加資格確認審査の通過者（以下「入札参加者」という。）に対し、入札説明書

等に基づき本事業に関する提案内容を記載した入札書等及び提案書の提出を求める。提案書の

審査にあたって、市が必要であると判断した場合は、入札参加者に対して個別にプレゼンテー

ション及びヒアリングを実施する。なお、提案書の提出方法・時期、必要書類の詳細等につい

ては、入札説明書等において提示する。 

8888))))    落札者落札者落札者落札者のののの決定及決定及決定及決定及びびびび公表公表公表公表    

市は、入札書等及び提案書の審査により落札者を決定し、入札参加者に通知するとともに、

市のホームページにおいて公表する。 

9999))))    落札者落札者落札者落札者とのとのとのとの基本協定基本協定基本協定基本協定のののの締結締結締結締結    

市は、特定事業契約の締結に先だって、落札者と事業に係る基本協定を締結する。    

10101010))))    選定事業者選定事業者選定事業者選定事業者とのとのとのとの特定特定特定特定事業契約事業契約事業契約事業契約のののの締結締結締結締結    

市は、落札者により組成された選定事業者と特定事業契約を締結する。 

 

((((4444) ) ) ) 入札参加者入札参加者入札参加者入札参加者がががが備備備備えるべきえるべきえるべきえるべき要件等要件等要件等要件等    

1)1)1)1)    入札参加者入札参加者入札参加者入札参加者のののの構成等構成等構成等構成等    

① 入札参加者は、複数の企業によって構成されるグループ（以下当該グループを「入札参加

グループ」といい、入札参加グループを構成する企業を「入札参加グループの構成員」とい

う。）とすること。入札参加グループの構成員の中から応募手続等を代表して行う企業（以

下「代表企業」という。）を定めるものとする。代表企業は、本事業の入札の応募手続きや

落札者となった場合の契約確認協議等、市との調整、協議等における窓口役を担うほか、本

事業の入札手続きに伴う構成企業の債務すべてについて責任を負うこととする。 

② 入札参加グループは応募にあたり、入札参加グループの構成員のそれぞれが本事業の遂行

において果たす役割を入札参加表明書及び入札参加資格確認審査申請書の提出時において明

らかにすること。 

③ 入札参加グループの構成員には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、

入居者移転支援に当たる者が必ず含まれていること。 

④ 入札参加者は、入札参加グループの構成員及び入札参加グループの構成員以外の者でかつ

事業開始後選定事業者から業務を受託し又は請け負うことを予定している者（以下「協力会

社」という。）で、市内の協力会社（以下「市内企業」という。）に対し、発注予定額の合



 

 (８)

計が１億５千万円以上となる要件を満たすこと。入札参加グループの構成員及び市内企業に

対する発注予定額とは、特定事業契約後に締結する入札参加グループの構成員及び市内企業

との各業務契約のうち、最初に締結する入札参加グループの構成員及び市内企業との契約金

額であり、かつ、市が確認できるものであること。 

⑤ 入札参加グループの構成員のうち上記①～④の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施

することができるものとする。ただし、建設に当たる者が工事監理に当たる者を兼ねること

及び建設に当たる者の関連企業が工事監理に当たる者になることができないものとする。 

なお、関連企業とは、資本面若しくは人事面において次に掲げるア～オのいずれかに該

当するものをいう。以下同じ。 

ア 建設に当たる者の発行済み株式の５０％を超える株式を保有している者 

イ 建設に当たる者の資本総額の５０％を超える出資をしている者 

ウ 建設に当たる者が、発行済み株式の５０％を超える株式を保有している者 

エ 建設に当たる者からの出資が、資本総額の５０％を超えている者 

オ 代表権を有する役員が、建設に当たる者の代表権を有する役員を兼ねている者 

⑥ 入札参加グループの構成員は、他の入札参加グループの構成員として重複参加することは

できない。 

⑦ 入札参加表明書提出後の代表企業の変更は、入札参加表明書の提出時における入札参加グ

ループの構成員への変更で、市がやむを得ないと認めた場合を除き、認めない。 

⑧ 入札参加表明書提出後の入札参加グループの構成員の変更は、市がやむを得ないと認めた

場合を除き、認めない。 

⑨ 入札参加グループは複数の提案を行うことはできない。 

 

2)2)2)2)    入札参加入札参加入札参加入札参加グループのグループのグループのグループの構成員構成員構成員構成員のののの参加要件参加要件参加要件参加要件    

以下のいずれかに該当する者は、入札参加グループの構成員になることはできないものとす

る。 

① 法人でない者。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。 

③ 入札参加表明書及び入札参加資格確認審査申請書の提出期限の日から入札書の開札が終了

するまでの期間に、国土交通省から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成１

９年８月３１日国地契第２６号）に基づく指名停止措置又は市から「吹田市指名停止措置要

領」（平成２９年３月３１日施行）に基づく指名停止措置を受けている者。 

④ 「会社更生法」（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしている

者、「民事再生法」（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしてい

る者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成１７年法律第８７号）

により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前

の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社の整理開始の申立て

がなされている者又は整理開始を命ぜられている者又は「破産法」（平成１６年法律第７５

号）に基づき破産手続開始の申立てがなされている者。なお、「会社更生法」に基づき更生



 

 (９)

手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者又は

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき会社の整理開始の申立てを

した者又は整理開始を命ぜられた者にあっては、手続開始の決定がなされた後に国土交通省

の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。 

⑤ 市が本事業について、アドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画関西事務所及

び株式会社佐藤総合計画関西事務所が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法

律事務所又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者。「資本関係若

しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じ。 

ア 資本関係 

次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手

続が存続中の会社である場合は除く。 

ａ 親会社と子会社の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する場合。ただし、下記ｂについては、会社の一方が更生会社又は

再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合 

⑥ 「吹田市営住宅民間資金等活用事業者選定等委員会」（以下「選定委員会」という。）の

委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者。 

⑦ 最近１年間の国税（法人税、消費税）を滞納している者。 

⑧ 入札参加グループの構成員のいずれかが、他の入札参加グループの構成員となっているこ

と。また、入札参加グループの構成員のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連

がある者が他の入札参加グループの構成員になっていること。 

⑨ 「吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領」（平成２４年１１

月１３日制定）に基づき、市から指名の排除措置を受けている者及び当該状態が継続してい

る者。 

3)3)3)3)    入札参加入札参加入札参加入札参加グループのグループのグループのグループの構成員構成員構成員構成員のののの資格等要件資格等要件資格等要件資格等要件    

入札参加グループの構成員のうち設計、建設、工事監理及び入居者移転支援の各業務に当た

る者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。 

なお、建設と工事監理については、これを兼務することはできないものとする。また、資本

関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。 

① 設計に当たる者 

設計に当たる者が１社で業務を実施する場合は、下記のア～カの要件をすべて満たすこと。

複数の者で業務を実施する場合は、統括する設計に当たる者を置くものとし、統括する設計

に当たる者は下記のア～カの要件をすべて満たし、その他の設計に当たる者は少なくともア



 

 (１０)

～ウを満たすこと。 

ア 「建築士法」（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく１級建

築士事務所の登録を行っていること。 

イ 市の競争入札参加有資格者名簿（建設コンサルタント部門）登載企業であり、参加希望

業種が「建築設計」又は市の競争入札参加有資格者名簿登載企業であり、参加希望工事種

類が「建築一式」であること。 

ウ 入札公告日から起算して過去１０年間に完成した、次の要件をすべて満たす新築工事に

伴う実施設計を元請け（設計共同企業体によるものである場合は、代表者としての履行に

限る。）として履行した実績を有すること。 

ａ 建物用途 

共同住宅（寄宿舎、寮等を除く。） 

ｂ 建物規模 

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、かつ地上６階建て以上 

かつ延べ面積４,０００㎡以上又は３０戸以上 

※ ａ・ｂに示す要件を同時に満たす設計の実績が必要となる。 

エ 入札公告日から起算して過去１０年間に完成した公営住宅に関わる設計の元請けとして

の実績があること。 

オ 都市計画法第３０条の規定による申請書のうち、同法３１条に定める設計図書の作成の

実績を有していること。当該実績は、開発面積５,０００㎡以上の開発行為に係るもので

あり、かつ、入札公告日から起算して過去１０年間に完成したものとする。 

カ 設計に当たる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、上記ウの実績を有する一級建築

士である者を管理技術者として専任で配置できること。 

② 建設に当たる者 

建設に当たる者は、１社で業務を担当する場合は、下記のア～カの要件を満たすこと。

複数の者で業務を実施する場合は、統括する建設に当たる者を置くものとし、統括する建設

に当たる者は下記のア～カの要件を満たし、その他の建設に当たる者は、少なくともア、イ、

ウ、キの要件をすべて満たすこと。 

なお、すべての建設に当たる者は、工事監理に当たる者を兼ねることはできない。また、

資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。 

ア 市の競争入札参加有資格者名簿登載企業であり、参加希望工事種類が「建築一式」であ

ること。 

イ 建築工事一式について、特定建設業許可を有すること。 

ウ 建設業法施行規則第１８条の２第１項に違反していないこと。 

エ 市の競争入札参加資格等級格付けにおいて、建築一式工事でＡ等級の認定を受け、かつ

直近の平成２６、２７及び２８年度吹田市建設工事入札参加資格審査申請時に提出された

経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（以下「通知書」という。）の建築一式

工事の総合評定値が９７０点以上であること。 
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オ 入札公告日から起算して過去１０年間に完成（引渡し済みのものに限る。）した、次の

要件をすべて満たす新築工事の元請施工実績を有していること。（建築一式工事における

実績を含む。共同企業体によるものである場合は、代表者としての施工実績に限る。） 

ａ 建物用途 

共同住宅（寄宿舎、寮等を除く。） 

ｂ 建物規模 

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、かつ地上６階建て以上 

かつ延べ面積４,０００㎡以上又は３０戸以上 

※ ａ・ｂに示す要件を同時に満たす施工の実績が必要となる。 

カ 建設企業と入札公告日から起算して過去３か月以上の雇用関係にあり、次の要件をすべ

て満たす建設業法２６条第２項の規定による監理技術者を専任で施工現場に配置できるこ

と。 

ａ 一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法第１５条第

２号ハの規定による認定を受けたものであること。 

ｂ 上記オを満たす共同住宅の工事監理の実績を有していること。 

ｃ 建設業法第２７条の１８第１項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格者証を

有していること。 

キ 直近の通知書の建築一式工事の総合評定値が８１０点以上であること。 

③ 工事監理に当たる者（「建築基準法」（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）第５条の

６第４項の規定に基づき設置するものとする。） 

工事監理に当たる者は、１社で業務を担当する場合は、下記のア～エの要件を満たすこ

と。なお、複数の者で業務を分担する場合は、統括する工事監理に当たる者を置くものとし、

統括する工事監理に当たる者は下記のア～エの要件をすべて満たし、その他の工事監理に当

たる者は少なくともア～ウを満たすこと。 

ア ２(4)3)①アに同じ。 

イ ２(4)3)①イに同じ。 

ウ ２(4)3)①ウに同じ。 

エ 工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、上記ウの実績を有する一級建築士

である者を本業務に専任で配置できること。 

④ 入居者移転支援に当たる者 

入居者移転支援に当たる者は、共同住宅の建替等に係る引越業務を実施した実績を有す

ること。複数の者で業務を分担する場合は、少なくとも１社が上記実績を有すること。 

4444))))    入札入札入札入札参加資格確認参加資格確認参加資格確認参加資格確認審査審査審査審査基準日基準日基準日基準日及及及及びびびび基準日以降基準日以降基準日以降基準日以降のののの取扱取扱取扱取扱    

入札参加資格確認の基準日は、入札参加表明書及び入札参加資格確認審査申請書の提出期限

の日とする。 

入札参加資格確認審査基準日以降に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応

は、下記のとおりとする。 

ア 代表企業が入札参加資格要件を欠くこととなった場合は、失格とする。仮契約を締結
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している場合は、仮契約の解除を行い、市は一切責任を負わないものとする。 

イ 入札参加資格確認審査基準日から特定事業契約の締結日までの間に、代表企業を除く

構成企業が入札参加資格要件を欠くこととなった場合において、市がやむを得ないと認

めた場合は、市の承認及び入札参加資格の確認を受けた上で、代表企業を除く入札参加

グループの構成員の変更及び追加ができるものとする。その場合は、市へ書面（様式自

由）により入札参加グループの構成員の変更及び追加の申し出を行い、入札参加グルー

プの構成員の変更及び追加の申し出を市が認めた場合は、入札参加資格の確認を受ける

ための必要書類を速やかに提出すること。 

5555))))    特別目的会社特別目的会社特別目的会社特別目的会社のののの設立等設立等設立等設立等    

入札参加者は、本事業に係る入札の結果、落札者として決定された場合、本事業を実施する

株式会社として特別目的会社を設立することができる。なお、特別目的会社を設立する場合は、

吹田市内に設立することとし、代表企業又は入札参加グループの構成員は、当該会社に対して

出資するものとする。また、その出資比率の合計は、全体の５０％を超えるものとする。 

すべての出資者は、特定事業契約が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、

市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行

ってはならない。 

 

(5) (5) (5) (5) 提案書提案書提案書提案書のののの審査及審査及審査及審査及びびびび落札者落札者落札者落札者のののの選定選定選定選定にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

1111))))    落札者落札者落札者落札者のののの決定決定決定決定方法方法方法方法    

落札者の決定は、総合評価方式一般競争入札により行う。最優秀提案者の選定は、市が設

置した外部の学識経験者及び市の職員から構成される選定委員会で行うものとする。なお、委

員名は落札者決定後に公表する予定である。 

2222))))    提案書提案書提案書提案書のののの審査審査審査審査にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

提案内容の審査は、選定委員会において行うものとし、選定委員会で定める落札者決定基

準は、入札説明書等において提示する。選定委員会においては、事業計画、施設整備計画、入

居者移転支援計画、入札金額等の各面から総合的に提案内容の審査を行い、最優秀提案者を選

定する。 

3333))))    審査手順審査手順審査手順審査手順にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

審査は、以下の手順により行うものとする。 

① 入札参加資格確認審査 

入札参加者が資格要件を満たしているか審査する。資格要件不備の場合は、当該入札参加者

は失格とする。 

ア 入札参加者の構成等の適格審査 

イ 入札参加者の参加要件の適格審査 

② 提案内容審査 

ア 入札金額の適格審査 

入札書に記載された入札金額が、市の設定した予定価格を超えていないことを審査する。

入札金額が予定価格を超えている場合は、当該入札参加者は失格とする。 
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イ 基礎項目の適格審査 

提案書等に記載された内容について、要求水準書等に示す要件をすべて満たしていること

を確認する。要求水準書等の必要水準を満たしていない場合は、当該入札参加者は失格とす

る。 

ウ 加点項目の審査 

エ 基礎項目の適格審査、加点項目の審査及び入札金額から、総合評価値を求めて最優秀提

案者を選定する。 

 

(6) (6) (6) (6) 審査結果及審査結果及審査結果及審査結果及びびびび評価評価評価評価のののの公表方法公表方法公表方法公表方法    

審査の結果及び評価を、落札者の決定後に市のホームページにおいて公表する。 

1111))))    落札者落札者落札者落札者のののの公表公表公表公表    

市が落札者を決定した場合は、すべての入札参加者に対して当該入札参加者の合否につい

て通知するとともに、選定の結果はホームページにおいて公表する。 

2222))))    落札落札落札落札のののの無効無効無効無効    

入札参加資格確認審査申請書、その他の提出書類に虚偽の記載をした者が落札した場合は、

その落札は無効とする。 

3333))))    審査講評審査講評審査講評審査講評のののの公表公表公表公表    

市は、落札者決定後に選定の経緯及び選定結果を記載した審査講評を、ホームページにお

いて公表する。 

 

(7) (7) (7) (7) 落札者落札者落札者落札者をををを決定決定決定決定しないしないしないしない場合場合場合場合    

民間事業者の募集、評価及び選定に係る過程において、入札参加者がいない等の理由により、

本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当でないと判断された場合には、民間事業者を選定

せず、特定事業の選定を取り消す。特定事業の選定を取り消す場合には、この旨を速やかにホー

ムページにおいて公表する。 

 

 

 

(8) (8) (8) (8) 提提提提案案案案書書書書のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

1)1)1)1)    著作権著作権著作権著作権    

提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本事業において公表及びその他市が必

要と認める場合には、市は提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

また、契約に至らなかった入札参加者の提案書については、ＰＦＩ法第１１条に基づく客観

的評価の公表（審査講評の公表）以外には入札参加者に無断で使用しない。なお、提出を受け

た書類等は返却しない。 

2)2)2)2)    特許権等特許権等特許権等特許権等    

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、アプリケーションソ
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フトウェア、サービス提供方法等を使用した結果生じた責任は、提案を行った入札参加者が負

う。 

3333))))    市市市市からのからのからのからの提示資料提示資料提示資料提示資料のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

市が提供する資料は、応募に際しての検討以外の目的で使用することはできない。 

4444))))    提出書類提出書類提出書類提出書類のののの変更禁止変更禁止変更禁止変更禁止    

提出書類の変更はできない。 

5555))))    使用言語使用言語使用言語使用言語、、、、単位及単位及単位及単位及びびびび時刻時刻時刻時刻    

入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年５月２０日法律第５１号）に

定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とすること。 
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３３３３    民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者のののの責任責任責任責任のののの明確化等事業明確化等事業明確化等事業明確化等事業のののの適正適正適正適正かつかつかつかつ確実確実確実確実なななな実施実施実施実施のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(1) (1) (1) (1) 予測予測予測予測されるされるされるされる責任及責任及責任及責任及びリスクのびリスクのびリスクのびリスクの分類分類分類分類とととと分担分担分担分担    

1)1)1)1)    責任分担責任分担責任分担責任分担のののの考考考考ええええ方方方方    

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の

高いサービスの提供を目指すものであり、選定事業者が担当する業務については、選定事業者

が責任をもって遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として選定事業者が負う

ものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負

うものとする。 

2)2)2)2)    予測予測予測予測されるリスクとされるリスクとされるリスクとされるリスクと責任分担責任分担責任分担責任分担    

市と選定事業者の責任分担は、原則として「添付資料２ リスク分担表（案）」によるもの

とし、意見招請等の結果を踏まえ、必要な事項については、入札説明書等（主に「特定事業契

約書（案）」）において提示する。 

 

(2) (2) (2) (2) 提供提供提供提供されるサービスされるサービスされるサービスされるサービス水準水準水準水準    

本事業において実施する業務の要求性能及びサービス水準等は、要求水準書等において提示す

る。 

 

(3) (3) (3) (3) 選定事業者選定事業者選定事業者選定事業者のののの責任責任責任責任のののの履行履行履行履行にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

選定事業者は、特定事業契約書（案）に基づき作成された特定事業契約書に従い、誠意をもっ

て責任を履行する。 

なお、特定事業契約の締結にあたっては、特定事業契約のうち施設整備業務に係る履行を確保

するために、特定事業契約の締結の日から本施設の引渡しの日までの期間において、履行保証保

険契約等による、特定事業契約の保証を義務付けることを想定している。 

 

(4) (4) (4) (4) 市市市市によるによるによるによる事業事業事業事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況のののの監視監視監視監視    

1)1)1)1)    モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの実施実施実施実施    

市は、選定事業者が定められた業務を確実に遂行し、特定事業契約書において規定されてい

る要求水準を満たしていることを確認するために、事業の実施状況についてモニタリングを実

施する。 

2)2)2)2)    モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの実施実施実施実施時期時期時期時期及及及及びびびび内容内容内容内容    

① 設計時 

市は、選定事業者によって行われた設計が、特定事業契約書において規定されている要求

水準を満たしていることを確認する。 

② 建設工事（施工時） 

選定事業者は、「建築基準法」に規定されている工事監理者を設置し、工事監理を行うと

ともに、定期的に市から建設工事、工事監理の状況の確認を受ける。 

また、選定事業者は、市が要請した場合には、建設工事の事前説明及び事後報告を行うと

ともに、工事現場において建設工事の確認を受ける。 
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③ 建設工事（完成時） 

選定事業者は、施工記録等を用意して、現場において市の確認を受ける。 

市は、選定事業者によって行われた建設工事が、特定事業契約書において規定されている

要求水準を満たしていることを確認する。確認の結果、当該要求水準を満たしていない場合

には、市は是正を求めることができる。 

④ 入居者移転支援業務（入居者移転支援業務終了時及び完了時） 

市は、下記ア、イの期間、選定事業者によって行われた入居者移転支援業務が、特定事業

契約書において規定されている要求水準を満たしていることを確認する。 

ア 本施設における仮移転期間である、入居者移転支援業務の着手から終了までの間 

イ 本施設における本移転期間である、入居者移転支援業務の着手から入居者移転支援業務

の完了までの間 

⑤ 特定事業契約終了時 

市は、本事業の事業期間終了にあたり、本施設の施設整備業務及び入居者移転支援業務に

ついて検査する。なお、特定事業契約書及び要求水準書で定めた条件に適合しない場合は、

是正等を求めることがある。 

3333))))    モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの費用費用費用費用のののの負担負担負担負担    

市が行うモニタリングに係る費用は、市の負担とする。 

4444))))    選定事業者選定事業者選定事業者選定事業者にににに対対対対するするするする支払額支払額支払額支払額のののの減額等減額等減額等減額等    

市は、モニタリングの結果、特定事業契約書において規定されている要求水準が満たされて

いないことが判明した場合には、選定事業者に対して修復等の勧告や支払額の減額措置を行う。

なお、減額の考え方等は、入札説明書等において提示する。 
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４４４４    公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの立地並立地並立地並立地並びにびにびにびに規模及規模及規模及規模及びびびび配置配置配置配置にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(1) (1) (1) (1) 公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの立地立地立地立地条件条件条件条件    

1)1)1)1)    事業用地事業用地事業用地事業用地等等等等    

① 事業用地   ／ 大阪府吹田市岸部中１丁目１０番（市営岸部中（南）住宅内） 

本施設の事業用地は、「添付資料１ 本施設事業用地」による。 

※ 詳細は入札説明書等において提示する。 

② 敷地面積   ／ 事業用地全体 約４,８０８㎡ 

③ 整備戸数   ／ ９６戸 

2)2)2)2)    地域地域地域地域・・・・地区等地区等地区等地区等    

① 区域     ／ 市街化区域 

② 用途地域   ／ 第一種住居地域、準工業地域、工業地域 

③ 建ぺい率   ／  ６０％ 

④ 容積率    ／ ２００％ 

⑤ 高度地区   ／ 第４種高度地区（１６ｍ） 

⑥ 防火指定   ／ 準防火地域 

 

 

(2(2(2(2))))    施設施設施設施設のののの規模等規模等規模等規模等    

1)1)1)1)    施設概要施設概要施設概要施設概要    

本施設は、９６戸の共同住宅と集会施設等の付帯施設から構成される。 

型別供給計画は、下表による。 

本事業における型別供給計画 

住戸タイプ 住戸専用面積 戸数割合 戸数 世帯構成員 

１ＤＫタイプ ３５㎡以上３７㎡以下 ４５％程度 ４４～４６戸 １人 

２ＤＫタイプ ５０㎡以上６１㎡以下 ２５％程度 ２２～２４戸 １人～４人 

３ＤＫタイプ ６４㎡以上６６㎡以下 ２５％程度 ２５～２７戸 ２人～４人 

４ＤＫタイプ ７８㎡以上８０㎡以下  ５％程度 １～３戸 ５人～ 

合計  １００％ ９６戸  

※ 車いす対応住戸について、避難階に設けるとともに、戸数については９６戸の内数と

して、２ＤＫを１戸以上、３ＤＫを１戸以上整備すること。ただし、住戸専用面積につ

いては、上表の面積帯に合わせなくてもよいものとすること。 

2)2)2)2)    施設施設施設施設規模等規模等規模等規模等    

① 本施設の共同住宅９６戸 

構造及び階数は選定事業者の提案によるものとする。 

② 本施設の付帯施設等 

構造及び階数は選定事業者の提案によるものとする。 

イ その他本事業に必要な付帯施設等の詳細は、入札説明書等において提示する。 

    

    



 

 (１８)

(3) (3) (3) (3) 土地土地土地土地にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

本事業に係る各業務を実施するために必要となる土地については、事業期間中、市が必要と認

めた場合に限り、選定事業者に無償で使用を許可する。 

 

５５５５    特定事業契約特定事業契約特定事業契約特定事業契約のののの解釈解釈解釈解釈についてについてについてについて疑義疑義疑義疑義がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合のののの措置措置措置措置にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合には、市と選定事業者は誠意をもって協議するも

のとし、協議が整わない場合には、特定事業契約書に規定する具体的措置に従う。 

また、特定事業契約書に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とす

る。 
 

 

６６６６    事業事業事業事業のののの継続継続継続継続がががが困難困難困難困難となったとなったとなったとなった場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける措置措置措置措置にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

事業の継続が困難となった場合には、以下の措置をとるものとする。 

(1) (1) (1) (1) 選定事業者選定事業者選定事業者選定事業者にににに契約不履行契約不履行契約不履行契約不履行のののの懸念懸念懸念懸念がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合    

市は、特定事業契約書の定めに従い選定事業者に修復勧告を行い、修復策の提出及び実施を求

めることができる。なお、その他の対応方法については、特定事業契約書にて規定する。 

    

((((2222) ) ) ) そのそのそのその他他他他のののの事由事由事由事由によりによりによりにより本事業本事業本事業本事業のののの継続継続継続継続がががが困難困難困難困難となったとなったとなったとなった場合場合場合場合    

特定事業契約書において定める事由ごとに、責任の所在による修復等の対応方法に従う。 

    

((((3333) ) ) ) 融資機関融資機関融資機関融資機関（（（（融資団融資団融資団融資団））））とととと市市市市のののの協議協議協議協議    

事業の継続性を確保する目的で、市は、選定事業者に対し資金供給を行う金融機関等の融資機

関（融資団）と協議を行い、当該融資機関（融資団）と直接協定を締結することがある。 

 

７７７７    法制上及法制上及法制上及法制上及びびびび税制上税制上税制上税制上のののの措置並措置並措置並措置並びにびにびにびに財政上及財政上及財政上及財政上及びびびび金融上金融上金融上金融上のののの支援等支援等支援等支援等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(1) (1) (1) (1) 法制上及法制上及法制上及法制上及びびびび税制上税制上税制上税制上のののの措置措置措置措置にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

1)1)1)1) 現時点では、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していない。    

2)2)2)2) 法改正等により、法制上及び税制上の措置等が適用される可能性がある場合には、市と選

定事業者で協議を行う。    

 

(2) (2) (2) (2) 財政上及財政上及財政上及財政上及びびびび金融上金融上金融上金融上のののの支援支援支援支援にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

1)1)1)1) 選定事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可

能性がある場合は、市はこれらの支援を選定事業者が受けることができるよう努めるものとす

る。 

2)2)2)2) なお、市は、選定事業者に対する出資、保証等の支援は行わない。 

 

((((3333) ) ) ) そのそのそのその他他他他のののの支援支援支援支援にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

その他の支援については、以下のとおりとする。 



 

 (１９)

1)1)1)1) 選定事業者による事業実施に必要な許認可等に関し、市は必要に応じて協力を行う。 

2)2)2)2) 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市と選定事業者で協

議を行う。 

 

 

８８８８    そのそのそのその他特定事業他特定事業他特定事業他特定事業のののの実施実施実施実施にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項    

(1) (1) (1) (1) 情報公開及情報公開及情報公開及情報公開及びびびび情報提供情報提供情報提供情報提供    

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基

づき情報公開を行う。また、情報提供は、適宜、市のホームページを通じて行う。 

 

(2) (2) (2) (2) 入札入札入札入札にににに伴伴伴伴うううう費用負担費用負担費用負担費用負担    

入札参加者の入札に係る費用については、すべて入札参加者の負担とする。 

 



 

 (２０)

（添付資料１） 

本施設本施設本施設本施設事業用地事業用地事業用地事業用地    現況図現況図現況図現況図    

 

吹田市営住宅岸部中（南）住宅  ※ 赤線の範囲内が本施設事業用地となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農地農地農地農地    
（（（（民有地民有地民有地民有地））））    

隣接地隣接地隣接地隣接地（（（（市有地市有地市有地市有地））））    

駐車場駐車場駐車場駐車場 



 

 (２１)

（添付資料２） 

リスクリスクリスクリスク分担表分担表分担表分担表（（（（案案案案））））    

段
階 リスクの種類 No. リスクの内容 

負担者 

市 事業者 

共
通 

入札説明書等リ
スク 

1 入札説明書等の誤り及び内容の変更に関するもの ○  

資金調達リスク 2 選定事業者の事業の実施に必要な資金調達に関するもの  ○ 

契約リスク 3 選定事業者と契約が結べない又は契約手続に時間を要する場合 ○ ○ 

制
度
関
連
リ
ス
ク 

政治･行政リ
スク 

4 国又は市の事業の実施に必要な資金手当に関するもの ○  

5 本事業に直接的影響を及ぼす市に係わる政策の変更 ○  

法制度リス
ク 

6 本事業に直接的影響を及ぼすもの法令等の新設・変更 ○  

7 上記以外の法令等の新設・変更  ○ 

許認可リス
ク 

8 市が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○  

9 選定事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの  ○ 

税制度リス
ク 

10 消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの ○  

11 法人の利益に係る法人税の新設・変更に関するもの  ○ 

12 上記以外の法人税の新設・変更に関するもの ○  

13 
建物所有に関する税制の新設・変更に関するもの（市への所有
権移転前） 

○ ○ 

14 その他事業に影響を及ぼす税制の新設・変更に関するもの ○ ○ 

社
会
リ
ス
ク 

第三者賠償
リスク 

15 調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等による場合  ○ 

16 
選定事業者が善意の管理者としての注意義務を怠ったことによ
る損害の場合 

 ○ 

住民対応リ
スク 

17 
事業内容等、事業そのものに関する住民反対運動、訴訟、入居
者仮移転及び本移転等に関するもの 

○  

18 調査・工事に係わる住民反対運動、訴訟 ○ ○ 

環境問題リ
スク 

19 
有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気
汚染、水質汚濁、光・臭気に関するもの 

 ○ 

土地の瑕疵 20 土壌地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの ○  

債
務
不
履
行
リ
ス
ク 

市側起因の
場合 

21 市の指示、債務不履行、国の不承認によるもの ○  

選定事業者
側起因の場
合 

22 
選定事業者の提供するサービスの品質が要求水準書に示すレベ
ルを満たさなかった場合 

 ○ 

23 選定事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

不可抗力リスク 24 
天災、暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常の予見可能
な範囲を超えるもの 

○ △ 

物価リスク 
25 インフレ・デフレ（施設整備） ○ △※ 

26 インフレ・デフレ（入居者移転支援）  ○ 

支払遅延及び不
能リスク 

27 市の支払遅延・不能に関するもの ○  

補助金未確定リ
スク 

28 補助金の交付に関するもの ○  

金利リスク 29 金利変動 △ ○※ 
 

  



 

 (２２)

（施設整備段階） 

段
階 リスクの種類 No. リスクの内容 

負担者 

市 事業者 

計
画
設
計
段
階 

発注者責任リス
ク 

30 
選定事業者の指示・判断の不備、変更による工事請負契約の
変更 

 ○ 

31 市の指示の不備、変更による工事請負内容の変更 ○  

測量・調査・設
計リスク 

32 市が実施した測量・調査・設計に関するもの ○  

33 選定事業者が実施した測量・調査・設計に関するもの  ○ 

34 
地質障害、地中障害物及び埋蔵文化財調査により新たに必要
となった費用の負担及び工期の延長 

○  

設計変更リスク 
35 市の提示条件・指示の不備、変更に関するもの ○  

36 選定事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

入札リスク 37 落札時の応募コストの負担  ○ 

建
設
段
階 

用地リスク 
38 建設に要する資材置場の確保に関すること  ○ 

39 建設予定地の確保に関するもの ○  

設計変更リスク 
40 市の提示条件・指示の不備、変更に関するもの ○  

41 選定事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

工事遅延リスク 
42 選定事業者に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延  ○ 

43 市側に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 ○  

建設コストリス
ク 

44 市側の指示による工事費の増大 ○  

45 
上記以外（ただし、不可抗力による場合は除く。）の工事費
の増大 

 ○ 

工事監理リスク 46 工事監理に関するもの  ○ 

要求性能不適合
リスク 

47 要求性能不適合（施工不良を含む。）  ○ 

施設損傷リスク 48 使用前の工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害  ○ 

備品等調達リス
ク 

49 
市が別途発注する業務（使用前の工事目的物や材料他、関連
工事に関して生じた損害） 

○  

50 
選定事業者が発注する業務（使用前の工事目的物や材料他、
関連工事に関して生じた損害） 

 ○ 

51 市の提示条件・指示の不備、変更に関するもの ○  

52 選定事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

終
了
時 

施設の性能リス
ク 

53 
本施設事業終了時の維持管理・運営業務の引継ぎ（入札説明
書等に示す良好な状態であること） 

 ○ 

終了手続リスク 54 
本施設事業終了手続に伴う諸費用の発生に関するもの、事業
会社の清算手続に伴う評価損益等 

 ○ 

 



 

 (２３)

（入居者移転支援段階） 

段
階 リスクの種類 No. リスクの内容 

負担者 

市 事業者 

入
居
者
移
転
支
援
段
階 

入居者の要望及
び苦情リスク 

55 
入居者移転支援業務に関するもの  ○ 

上記以外のもの ○  

個人情報の管理
リスク 

56 
事業者の管理する個人情報に関するもの  ○ 

上記以外のもの ○  

業務期間変更リ
スク 

57 

入居者の事由による業務期間の変更、事業終了の遅延 ○  

市の責めに帰すべき事由による業務期間の変更、事業終了
の遅延 

○  

事業者の責めに帰すべき事由による業務期間の変更、事業
終了の遅延 

 ○ 

業務コストリス
ク 

58 入居者の事由による業務に要する費用の増大 ○  

59 市の責めに帰すべき事由による業務費用の増大 ○  

60 
上記以外（ただし、不可抗力による場合は除く。）の要因に
よる費用の増大（物価、金利変動によるものは除く。） 

 ○ 

施設損傷リスク 

61 
市及び第三者に起因する事故及び火災等災害による施設の損
傷 

○  

62 選定事業者に起因する事故及び火災等災害による施設の損傷  ○ 

63 
選定事業者が適切な入居者移転支援業務を実施しなかったこ
とに起因する施設の損傷 

 ○ 

要求水準未達リ
スク 

64 要求水準未達に関するもの  ○ 

 

凡例：リスク負担者：○主分担・△副分担 
※印のリスク分担及びその他のリスク分担の詳細は、入札説明書等において提示する。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方針に関する問合せ先 

 

吹田市 都市計画部 住宅政策室 建替・修繕担当 

住 所 〒５６４－８５５０ 吹田市泉町１丁目３番４０号 

ＴＥＬ ０６－６３８４－１９２７（ダイヤルイン） 

E-mail tatekae@city.suita.osaka.jp 

※ 本実施方針の内容に関して、電話及びファクスによる直接の質問・意見は受

け付けない。 
 


